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【事務連絡者氏名】 佐藤　直紀

【電話番号】 03-3212-3411

【届出の対象とした募集内国投資信託受益証券に係る

ファンドの名称】

ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（１年決算型）

フレックス・コース

【届出の対象とした募集内国投資信託受益証券の金

額】

①当初申込期間：500億円を上限とします。

②継続申込期間：１兆円を上限とします。

【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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Ⅰ【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

平成26年６月13日付をもって提出した有価証券届出書(平成26年６月18日付で提出の有価証券届出書の訂正届出書により訂正

済み。)の記載事項のうち、訂正すべき事項がありますのでこれを訂正するものであります。

 

Ⅱ【訂正箇所及び訂正事項】

(下線部　　　は訂正箇所を示します。)

 

第一部【証券情報】

 

(１)【ファンドの名称】

＜前略＞

＜訂正前＞

(愛称として「グロイン・フレックス」と称する場合があります。以下「ファンド」といいます。)

＜訂正後＞

(愛称として「グロイン・フレックス１年」と称する場合があります。以下「ファンド」といいます。)

 

 

第二部【ファンド情報】

 

第１【ファンドの状況】

２【投資方針】

(２)【投資対象】

＜前略＞

＜訂正前＞

⑥　指定投資信託証券の概要

＜中略＞

ａ　ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド

クラスＰ分配型受益証券

＜中略＞

ｂ　ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケットＪＰＹ　クラスＩ投資証券

＜中略＞

(注)上記の内容は平成26年６月13日現在のものであり、今後変更される場合があります。

＜訂正後＞

⑥　指定投資信託証券の概要

＜中略＞

ａ　ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド

クラスＰ分配型受益証券

＜中略＞

ｂ　ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・カレンシー・

ヘッジド・ファンド　クラス(ＨＰ ＪＰＹ)‐ＪＰＹ分配型受益証券

形態／表示通貨 ルクセンブルグ籍外国投資信託／円建て

主な投資方針
・主に高配当利回りの世界(新興国を含めます。)の公益株

＊
に投資し、安定的な収益分配を行

うこと、また長期的な元本の成長を目指すことを目的として運用を行います。

＊電力、ガス、水道、電話・通信、運輸、廃棄物処理、石油供給などの企業

・上場株式への分散投資を基本とします。

・原則として為替ヘッジを行い、為替変動の影響を抑えます。

EDINET提出書類

ピクテ投信投資顧問株式会社(E10439)

訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

 2/28



関係法人 管理会社：ピクテ・ファンズ(ヨーロッパ)エス・エイ

投資顧問会社：ピクテ・アセット・マネジメント・エス・エイ

保管受託銀行：ピクテ・アンド・シー(ヨーロッパ)エス・エイ

登録・名義書換事務代行会社、管理事務代行会社、支払事務代行会社：ファンドパートナー・

ソリューションズ(ヨーロッパ)エス・エイ

主な費用 管理報酬等合計：純資産総額の年率0.6％

(内訳およびその他の費用につきましては後記「４手数料等及び税金」をご覧ください。)

決算日 毎年12月31日

※本書において上記ファンドを「グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・カレンシー・ヘッジド・ファン

ド」という場合があります。

 

ｃ　ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケットＪＰＹ　クラスＩ投資証券

＜中略＞

(注)上記の内容は平成26年11月17日現在のものであり、今後変更される場合があります。

 

４【手数料等及び税金】

(３)【信託報酬等】

＜前略＞

＜訂正前＞

＜指定投資信託証券に係る報酬＞

ａ　グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド

＜中略＞

ｂ　ショートタームＭＭＦ ＪＰＹ

＜訂正後＞

＜指定投資信託証券に係る報酬＞

ａ　グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド

＜中略＞

ｂ　グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・カレンシー・ヘッジド・ファンド

管理報酬：純資産総額の年率0.35％

サービス報酬：純資産総額の年率0.1％

保管受託銀行報酬：純資産総額の年率0.15％

ｃ　ショートタームＭＭＦ ＪＰＹ

＜後略＞

 

３【資産管理等の概要】

(５)【その他】

＜訂正前＞

①　ファンドの償還

＜中略＞

ｄ　ｂの書面決議は議決権を行使することができる受益者の半数以上であって、当該受益者の議決権の３分の２以上

に当たる多数をもって行います。

＜中略＞

②　投資信託約款の変更等

＜中略＞

ｂ　委託会社は、ａの事項(ａの変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合に限ります。以下、併合

と合わせて「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行います。この場合において、あらかじ

め、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前

までに、ファンドの投資信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議

の通知を発します。
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＜中略＞

ｄ　ｂの書面決議は議決権を行使することができる受益者の半数以上であって、当該受益者の議決権の３分の２以上

に当たる多数をもって行います。

＜中略＞

③　反対者の買取請求権

前記の「①　ファンドの償還」に記載の信託契約の解約または「②　投資信託約款の変更等」に記載する重大な約款

の変更等を行う場合には、書面決議において当該解約または重大な約款の変更等に反対した受益者は、受託会社に対

し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。この買取請求権の内容お

よび買取請求の手続きに関する事項は、前記の「①　ファンドの償還　ｂ」または「②　投資信託約款の変更等　

ｂ」に記載する書面に付記します。

＜中略＞

⑤　運用報告書の作成

委託会社は、毎年１月、７月の決算時および償還時に運用報告書を作成し、かつファンドに係る知れている受益者に

交付します。

＜訂正後＞

①　ファンドの償還

＜中略＞

ｄ　ｂの書面決議は議決権を行使することができる受益者の半数以上であって、当該受益者の議決権の３分の２以上

に当たる多数をもって行います。

※上記ｄは、平成26年12月１日以降、以下の内容に変更となります。

ｂの書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当たる多数をもって行います。

＜中略＞

②　投資信託約款の変更等

＜中略＞

ｂ　委託会社は、ａの事項(ａの変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合に限ります。以下、併合

と合わせて「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行います。この場合において、あらかじ

め、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前

までに、ファンドの投資信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議

の通知を発します。

※上記ｂは、平成26年12月１日以降、以下の内容に変更となります。

委託会社は、ａの事項(ａの変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合に限り、ａの併合事項に

あっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。以下「重大な約款の

変更等」といいます。)について、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに

重大な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、ファンドの投資

信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。

＜中略＞

ｄ　ｂの書面決議は議決権を行使することができる受益者の半数以上であって、当該受益者の議決権の３分の２以上

に当たる多数をもって行います。

※上記ｄは、平成26年12月１日以降、以下の内容に変更となります。

ｂの書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当たる多数をもって行います。

＜中略＞

③　反対者の買取請求権

前記の「①　ファンドの償還」に記載の信託契約の解約または「②　投資信託約款の変更等」に記載する重大な約款

の変更等を行う場合には、書面決議において当該解約または重大な約款の変更等に反対した受益者は、受託会社に対

し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。この買取請求権の内容お

よび買取請求の手続きに関する事項は、前記の「①　ファンドの償還　ｂ」または「②　投資信託約款の変更等　

ｂ」に記載する書面に付記します。

※上記は、平成26年12月１日以降、以下の内容に変更となります。
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ファンドは、受益者からの換金請求に対して、投資信託契約の一部を解約することにより応じることができるた

め、受益者の保護に欠けるおそれがないものとして、書面決議において反対した受益者からの買取請求は受付けま

せん。

＜中略＞

⑤　運用報告書の作成

委託会社は、毎年１月、７月の決算時および償還時に運用報告書を作成し、かつファンドに係る知れている受益者に

交付します。

※上記は、平成26年12月１日以降、以下の内容に変更となります。

ａ　委託会社は、毎年１月、７月の決算時および償還時に、運用経過、信託財産の内容、有価証券売買状況、費用明

細などのうち重要な事項を記載した交付運用報告書（投資信託及び投資法人に関する法律第14条第４項に定める運

用報告書をいいます。）を作成し、かつファンドに係る知れている受益者に交付します。また、電子交付を選択さ

れた場合には、所定の方法により交付します。

ｂ　委託会社は、運用報告書（全体版）（投資信託及び投資法人に関する法律第14条第１項に定める運用報告書をい

います。）を作成し、委託会社のホームページ（http://www.pictet.co.jp）に掲載します。ただし、受益者から

運用報告書（全体版）の交付の請求があった場合には、これを交付します。

＜後略＞
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第三部【委託会社等の情報】

第１【委託会社等の概況】

３【委託会社等の経理状況】

＜以下の内容に更新します＞

 

(１)当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表

等規則」という。)並びに同規則第２条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第

52号)に基づいて作成しております。

当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに

同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づい

て作成しております。

当社の財務諸表及び中間財務諸表に掲記される科目、その他の事項の金額については、千円未満の端数を切り捨てて記

載しております。

 

(２)当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第29期事業年度(平成25年１月１日から平成25年12月31日

まで)の財務諸表について、あらた監査法人の監査を受けております。

また、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第30期事業年度の中間会計期間(平成26年１月１日から平成

26年６月30日まで)の中間財務諸表について、あらた監査法人の中間監査を受けております。

 

財務諸表

(１)【貸借対照表】

(単位：千円)

  
第28期

(平成24年12月31日現在)

第29期

(平成25年12月31日現在)

資産の部    

流動資産    

現金・預金  5,608,131 2,254,479

前払費用  48,084 32,617

未収委託者報酬  886,328 1,106,455

未収収益  118,332 115,522

繰延税金資産  202,255 243,653

その他  21,256 5,120

流動資産計  6,884,388 3,757,849

固定資産    

有形固定資産    

建物付属設備 ※１ 167,704 145,729

器具備品 ※１ 57,040 43,207

有形固定資産合計  224,744 188,936

無形固定資産    

ソフトウェア  156,127 109,622

その他  831 831

無形固定資産合計  156,959 110,454

投資その他の資産    

投資有価証券  ― 3,198

長期前払費用  333 ―

長期差入保証金  211,665 220,626
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繰延税金資産  472,414 461,171

投資その他の資産合計  684,413 684,996

固定資産計  1,066,117 984,388

資産合計  7,950,506 4,742,237

    

負債の部    

流動負債    

預り金  24,966 24,437

未払金    

未払手数料  529,181 681,058

その他未払金  367,785 324,507

未払法人税等  125,965 393,266

賞与引当金  451,369 502,467

その他  10,569 92,842

流動負債合計  1,509,836 2,018,579

固定負債    

退職給付引当金  1,221,385 1,232,890

役員退職慰労引当金  380,852 349,194

資産除去債務  52,262 52,845

固定負債合計  1,654,500 1,634,930

負債合計  3,164,337 3,653,510

    

純資産の部    

株主資本    

資本金  200,000 200,000

利益剰余金    

利益準備金  50,000 50,000

その他利益剰余金  4,536,169 838,603

利益剰余金合計  4,586,169 888,603

株主資本合計  4,786,169 1,088,603

評価・換算差額等    

その他有価証券評価差額金  ― 123

評価・換算差額等合計  ― 123

純資産合計  4,786,169 1,088,726

負債・純資産合計  7,950,506 4,742,237

 

(２)【損益計算書】

(単位：千円)

  

第28期

(自　平成24年１月１日

　至　平成24年12月31日)

第29期

(自　平成25年１月１日

　至　平成25年12月31日)

営業収益    

委託者報酬  12,231,095 16,565,321

その他営業収益  392,432 417,705

営業収益計  12,623,527 16,983,026
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営業費用    

支払手数料  7,664,592 10,539,856

広告宣伝費  186,039 208,856

調査費    

調査費  120,502 124,867

委託調査費  651,502 687,966

委託計算費  213,036 234,138

営業雑経費    

通信費  50,986 55,949

印刷費  244,856 360,785

諸会費  12,011 12,208

図書費  1,963 1,878

諸経費  6,601 3,520

営業費用計  9,152,093 12,230,028

一般管理費    

給料    

役員報酬  34,556 61,628

給料・手当  1,468,364 1,580,269

役員賞与  328 166,004

賞与  20,794 46,715

賞与引当金繰入  451,369 502,467

旅費交通費  83,693 125,323

租税公課  17,120 23,362

不動産賃借料  224,700 228,757

退職給付費用  285,248 190,892

役員退職慰労引当金繰入  5,163 12,165

固定資産減価償却費  145,099 135,524

消耗器具備品費  22,606 23,934

人材採用費  18,486 21,542

修繕維持費  86,372 89,508

諸経費  147,484 184,925

一般管理費計  3,011,388 3,393,022

営業利益  460,046 1,359,976

営業外収益    

受取利息  7 4

その他  2,820 2,340

営業外収益計  2,827 2,344

営業外費用    

支払手数料  18,639 18,771

その他  299 3,894

営業外費用計  18,938 22,666

経常利益  443,934 1,339,654

特別利益    

その他  ― 1,223

特別利益計  ― 1,223
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特別損失    

固定資産除却損 ※１ 7,774 1,273

その他  ― 6,551

特別損失計  7,774 7,825

税引前当期純利益  436,160 1,333,052

法人税、住民税及び事業税  360,218 560,847

法人税等調整額  △141,984 △30,229

法人税等合計  218,233 530,618

当期純利益  217,927 802,434

 

(３)【株主資本等変動計算書】

第28期(自　平成24年１月１日　至　平成24年12月31日)

(単位：千円)

 

株主資本 評価・換算差額等

純資産

合計資本金

利益剰余金

株主資本

合計

その他

有価証券

評価

差額金

評価・換算

差額等

合計
利益

準備金

その他利益

剰余金 利益

剰余金

合計繰越利益

剰余金

当期首残高 200,000 50,000 4,318,242 4,368,242 4,568,242 ― ― 4,568,242

当期変動額         

当期純利益   217,927 217,927 217,927   217,927

当期変動額合計 ― ― 217,927 217,927 217,927 ― ― 217,927

当期末残高 200,000 50,000 4,536,169 4,586,169 4,786,169 ― ― 4,786,169

 

第29期(自　平成25年１月１日　至　平成25年12月31日)

(単位：千円)

 

株主資本 評価・換算差額等

純資産

合計資本金

利益剰余金

株主資本

合計

その他

有価証券

評価

差額金

評価・換算

差額等

合計
利益

準備金

その他利益

剰余金 利益

剰余金

合計繰越利益

剰余金

当期首残高 200,000 50,000 4,536,169 4,586,169 4,786,169 ― ― 4,786,169

当期変動額         

剰余金の配当   △4,500,000 △4,500,000 △4,500,000   △4,500,000

当期純利益   802,434 802,434 802,434   802,434

株主資本以外の項目

の

当期変動額(純額)

     123 123 123

当期変動額合計 ― ― △3,697,566 △3,697,566 △3,697,566 123 123 △3,697,443

当期末残高 200,000 50,000 838,603 888,603 1,088,603 123 123 1,088,726

 

重要な会計方針
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区分

第28期

自　平成24年１月１日

至　平成24年12月31日

第29期

自　平成25年１月１日

至　平成25年12月31日

１．有価証券の評価基準及び評価方

法

(１)その他有価証券

 

―――――

(１)その他有価証券

時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法

(評価差額は全部純資産直入法により

処理し、売却原価は移動平均法によ

り算定)を採用しております。

２．固定資産の減価償却の方法 (１)有形固定資産(リース資産を除

く)

定率法により償却しております。

(１)有形固定資産(リース資産を除

く)

同左

 (２)無形固定資産(リース資産を除

く)

定額法により償却しております。

なお、自社利用のソフトウェアにつ

いては、社内における利用可能期間

(５年)に基づく定額法により償却し

ております。

(２)無形固定資産(リース資産を除

く)

同左

３．外貨建の資産又は負債の本邦通

貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、決算日の直

物為替相場により円貨に換算し、換

算差額は損益として処理しておりま

す。

同左

４．引当金の計上基準

 

(１)貸倒引当金

債権等の貸倒れによる損失に備える

ため、一般債権については貸倒実績

率により算出した額を計上しており

ます。貸倒懸念債権等はありませ

ん。

(１)貸倒引当金

同左

 (２)賞与引当金

従業員に支給する賞与の支払いに充

てるため、支出見込額の当期負担分

を計上しております。

(２)賞与引当金

同左

 (３)退職給付引当金

従業員の退職金に充てるため、当事

業年度末における退職給付債務の見

込額に基づき計上しております。数

理計算上の差異は、その発生年度に

一括損益処理しています。

(３)退職給付引当金

同左

 (４)役員退職慰労引当金

役員退職慰労金の支出に備えて、当

社内規に基づき、当事業年度末にお

ける退職給付の見込額に基づき計上

しております。数理計算上の差異

は、その発生年度に一括損益処理し

ています。

(４)役員退職慰労引当金

同左

５．その他財務諸表作成のための基

本となる重要な事項

(１)消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理

は、税抜方式によっております。

(１)消費税等の会計処理

同左

 

注記事項

(貸借対照表関係)

第28期

平成24年12月31日現在

第29期

平成25年12月31日現在
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※１　有形固定資産の減価償却累計額 ※１　有形固定資産の減価償却累計額

建物付属設備 188,125千円 建物付属設備 202,184千円

器具備品 233,591千円 器具備品 253,238千円

 

(損益計算書関係)

第28期

自　平成24年１月１日

至　平成24年12月31日

第29期

自　平成25年１月１日

至　平成25年12月31日

※１　固定資産除却損は次のとおりであります。 ※１　固定資産除却損は次のとおりであります。

建物付属設備 4,429千円 建物付属設備 1,071千円

器具備品 3,344千円 器具備品 202千円

 

(株主資本等変動計算書関係)

第28期(自　平成24年１月１日　至　平成24年12月31日)

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項

 第28期事業年度期首

株式数

(株)

第28期事業年度

増加株式数

(株)

第28期事業年度

減少株式数

(株)

第28期事業年度末

株式数

(株)

発行済株式     

普通株式 800 ― ― 800

合計 800 ― ― 800

 

２．配当に関する事項

(１)配当金支払額

該当事項はありません。

 

(２)基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

該当事項はありません。

 

第29期(自　平成25年１月１日　至　平成25年12月31日)

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項

 第29期事業年度期首

株式数

(株)

第29期事業年度

増加株式数

(株)

第29期事業年度

減少株式数

(株)

第29期事業年度末

株式数

(株)

発行済株式     

普通株式 800 ― ― 800

合計 800 ― ― 800

 

２．配当に関する事項

(１)配当金支払額

(決議) 株式の種類
配当の総額

(千円)
配当の原資

１株当たり

配当額(円)
基準日 効力発生日

平成25年９月10日

臨時株主総会
普通株式 4,500,000 利益剰余金 5,625,000 平成24年12月31日 平成25年９月17日

 

(２)基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの
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該当事項はありません。

 

(リース取引関係)

第28期(自　平成24年１月１日　至　平成24年12月31日)

１．ファイナンス・リース取引(借主側)

該当事項はありません。

 

２．オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

１年内 207,289千円

１年超 415,301千円

合計 622,590千円

 

第29期(自　平成25年１月１日　至　平成25年12月31日)

１．ファイナンス・リース取引(借主側)

該当事項はありません。

 

２．オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

１年内 218,620千円

１年超 258,331千円

合計 476,951千円

 

(金融商品に関する注記)

第28期(自　平成24年１月１日　至　平成24年12月31日)

１．金融商品の状況に関する事項

(１)金融商品に対する取組方針

余剰資金については銀行預金(普通預金、定期預金又は信託預金)で運用しております。

 

(２)金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク

銀行預金は、本邦銀行に預け入れているものと海外にある当社のグループ銀行に預け入れているものがあります。本邦

銀行に預け入れているものは、その元本が預金保険制度の対象となっていますので金融機関が破たんした場合でもその

元本は全額保護されます。グループ銀行に預け入れている預金は、グループ銀行の破たんによる信用リスクに晒されて

おります。

営業債権である未収委託者報酬は、信託銀行により分別保管されている投資信託の信託財産から直接支弁されるので信

用リスクは発生せず、また投資信託の決算日までに信託財産が減少し委託者報酬が支払えなくなるというマーケットリ

スクは非常に低いものと考えております。

営業債務である未払手数料は、回収不能となるリスクの非常に低い委託者報酬の入金後、これを原資に支払いをおこな

うので、支払不能となる流動性リスクは非常に低いものと考えております。また、その他未払金については、その債務

を履行するに十分な即時引出し可能な決済性預金を保有していることから、流動性不足はないものと考えております。

 

(３)金融商品に係るリスク管理体制

当社は本邦銀行における預金を預金保険制度の保険対象範囲に限定して信用リスクの軽減を図っており、その状況は代

表取締役およびピクテグループファイナンスに報告されモニタリングされています。

 

２．金融商品の時価等に関する事項

(１)平成24年12月31日における金融商品の貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額は次のとおりであります。

(千円)

 貸借対照表計上額 時価 差額

EDINET提出書類

ピクテ投信投資顧問株式会社(E10439)

訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

12/28



現金・預金 5,608,131 5,608,131 ―

未収委託者報酬 886,328 886,328 ―

未払手数料 529,181 529,181 ―

その他未払金 367,785 367,785 ―

 

(２)金融商品の時価の算定方法

当社の金融商品は短期決済されるものなので、時価は帳簿価額にほぼ等しくなっております。したがって時価は当該帳

簿価額によっております。

 

(３)金銭債権の償還予定額は次のとおりであります。

(千円)

 １年以内 １年超

２年以内

２年超

３年以内

３年超

４年以内

４年超

５年以内

５年超

現金・預金 5,608,131 ― ― ― ― ―

未収委託者報酬 886,328 ― ― ― ― ―

 

第29期(自　平成25年１月１日　至　平成25年12月31日)

１．金融商品の状況に関する事項

(１)金融商品に対する取組方針

余剰資金については銀行預金(普通預金、定期預金又は信託預金)で運用しております。

 

(２)金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク

銀行預金は、本邦銀行に預け入れているものと海外にある当社のグループ銀行に預け入れているものがあります。本邦

銀行に預け入れているものは、その元本が預金保険制度の対象となっていますので金融機関が破たんした場合でもその

元本は全額保護されます。グループ銀行に預け入れている預金は、グループ銀行の破たんによる信用リスクに晒されて

おります。

営業債権である未収委託者報酬は、信託銀行により分別保管されている投資信託の信託財産から直接支弁されるので信

用リスクは発生せず、また投資信託の決算日までに信託財産が減少し委託者報酬が支払えなくなるというマーケットリ

スクは非常に低いものと考えております。

営業債務である未払手数料は、回収不能となるリスクの非常に低い委託者報酬の入金後、これを原資に支払いをおこな

うので、支払不能となる流動性リスクは非常に低いものと考えております。また、その他未払金については、その債務

を履行するに十分な即時引出し可能な決済性預金を保有していることから、流動性不足はないものと考えております。

 

(３)金融商品に係るリスク管理体制

当社は本邦銀行における預金を預金保険制度の保険対象範囲に限定して信用リスクの軽減を図っており、その状況は代

表取締役およびピクテグループファイナンスに報告されモニタリングされています。

 

２．金融商品の時価等に関する事項

(１)平成25年12月31日における金融商品の貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額は次のとおりであります。

(千円)

 貸借対照表計上額 時価 差額

現金・預金 2,254,479 2,254,479 ―

未収委託者報酬 1,106,455 1,106,455 ―

未払手数料 681,058 681,058 ―

その他未払金 324,507 324,507 ―
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(２)金融商品の時価の算定方法

当社の金融商品は短期決済されるものなので、時価は帳簿価額にほぼ等しくなっております。したがって時価は当該帳

簿価額によっております。

 

(３)金銭債権の償還予定額は次のとおりであります。

(千円)

 １年以内 １年超

２年以内

２年超

３年以内

３年超

４年以内

４年超

５年以内

５年超

現金・預金 2,254,479 ― ― ― ― ―

未収委託者報酬 1,106,455 ― ― ― ― ―

 

(有価証券関係)

第28期(平成24年12月31日現在)

１．その他有価証券で時価のあるもの

該当事項はありません。

 

２．当事業年度中に売却されたその他有価証券(自　平成24年１月１日　至　平成24年12月31日)

該当事項はありません。

 

第29期(平成25年12月31日現在)

１．その他有価証券で時価のあるもの

区分 種類
取得原価 貸借対照表計上額

差額(千円)
(千円) (千円)

貸借対照表計上額が取得原価を

超えるもの

投資信託受益証券 2,000 2,202 202

小計 2,000 2,202 202

貸借対照表計上額が取得原価を

超えないもの

投資信託受益証券 1,000 996 △3

小計 1,000 996 △3

合計 3,000 3,198 198

 

２．当事業年度中に売却されたその他有価証券(自　平成25年１月１日　至　平成25年12月31日)

該当事項はありません。

 

(デリバティブ取引関係)

第28期(自　平成24年１月１日　至　平成24年12月31日)

当社は、デリバティブ取引を行っていないため、該当事項はありません。

 

第29期(自　平成25年１月１日　至　平成25年12月31日)

当社は、デリバティブ取引を行っていないため、該当事項はありません。

 

(退職給付関係)

区分
第28期

(平成24年12月31日現在)

第29期

(平成25年12月31日現在)

１．採用している退職給付制度

の概要

当社は確定給付型の制度として、退職

一時金制度を採用しております。
同左

２．退職給付債務に関する事項 (１)退職給付債務 1,221,385千円 (１)退職給付債務 1,232,890千円

(２)退職給付引当金 1,221,385千円 (２)退職給付引当金 1,232,890千円

EDINET提出書類

ピクテ投信投資顧問株式会社(E10439)

訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

14/28



３．退職給付費用に関する事項 退職給付費用 285,248千円 退職給付費用 190,892千円

(１)勤務費用 200,746千円 (１)勤務費用 202,830千円

(２)利息費用 10,221千円 (２)利息費用 9,418千円

(３)数理計算上の差

異の費用処理額
74,281千円

(３)数理計算上の差

異の費用処理額
△21,356千円

４．退職給付債務等の計算の基

礎に関する事項

(１)退職給付見込額

の期間配分方法
期間定額基準

(１)退職給付見込額

の期間配分方法
同左

(２)割引率 0.78％ (２)割引率 0.61％

(３)数理計算上の差

異の処理年数

発生年度に全額

損益処理してお

ります。

(３)数理計算上の差

異の処理年数
同左

 

(税効果会計関係)

１．繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

区分
第28期

(平成24年12月31日)

第29期

(平成25年12月31日)

繰延税金資産     

退職給付引当金損金算入限度超過額  573,634千円  564,332千円

未払事業税否認  9,970千円  31,863千円

賞与引当金損金算入限度超過額  171,565千円  190,988千円

資産除去債務  15,223千円  17,708千円

その他  24,395千円  24,461千円

繰延税金資産小計  794,790千円  829,352千円

評価性引当額  △120,119千円  △124,452千円

繰延税金資産合計  674,670千円  704,900千円

繰延税金負債     

その他有価証券評価差額  ―  75千円

繰延税金負債小計  ―  75千円

繰延税金資産合計(純額)  674,670千円  704,825千円

     

 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

第28期

(平成24年12月31日)

第29期

(平成25年12月31日)

法定実効税率 40.7％ 法定実効税率 38.0％

(調整)  (調整)  

交際費等永久に損金算入されない項目 2.7％ 交際費等永久に損金算入されない項目 1.4％

評価性引当金 0.4％ 評価性引当金 0.3％

法人税率の変更等による影響 6.1％ 法人税率の変更等による影響 △4.4％

その他 0.1％ その他 4.5％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 50.0％ 税効果会計適用後の法人税等の負担率 39.8％

    

 

(資産除去債務関係)

第28期(平成24年12月31日現在)

資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

EDINET提出書類

ピクテ投信投資顧問株式会社(E10439)

訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

15/28



１．当該資産除去債務の概要

(１)東京本社事務所用ビルの不動産賃借契約に伴う原状回復費用であります。

(２)大阪連絡事務所用ビルの不動産賃借契約に伴う原状回復費用であります。

 

２．当該資産除去債務の金額と算定方法

(１)東京本社事務所用ビル

使用見込期間を取得から10年と見積り、割引率は1.13％を使用して資産除去債務の金額を計算しております。

(２)大阪連絡事務所用ビル

使用見込期間を取得から10年と見積り、割引率は0.96％を使用して資産除去債務の金額を計算しております。

 

３．当事業年度における当該資産除去債務の総額の増減

当事業年度期首残高 51,685千円

有形固定資産の取得に伴う増加額 ―千円

時の経過による調整額 577千円

当事業年度末残高 52,262千円

 

第29期(平成25年12月31日現在)

資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

１．当該資産除去債務の概要

(１)東京本社事務所用ビルの不動産賃借契約に伴う原状回復費用であります。

(２)大阪連絡事務所用ビルの不動産賃借契約に伴う原状回復費用であります。

 

２．当該資産除去債務の金額と算定方法

(１)東京本社事務所用ビル

使用見込期間を取得から10年と見積り、割引率は1.13％を使用して資産除去債務の金額を計算しております。

(２)大阪連絡事務所用ビル

使用見込期間を取得から10年と見積り、割引率は0.96％を使用して資産除去債務の金額を計算しております。

 

３．当事業年度における当該資産除去債務の総額の増減

当事業年度期首残高 52,262千円

有形固定資産の取得に伴う増加額 ―千円

時の経過による調整額 583千円

当事業年度末残高 52,845千円

 

(セグメント情報等)

第28期(自　平成24年１月１日　至　平成24年12月31日)

１．セグメント情報

当社は、投資運用業及び投資助言代理業の単一セグメントを報告セグメントとしております。

従いまして、開示対象となるセグメントはありませんので、記載を省略しております。

 

２．関連情報

(１)製品及びサービスごとの情報

 投資信託委託業 投資顧問業 その他 合計

外部顧客への営業収益 12,231,095千円 297,223千円 95,208千円 12,623,527千円

 

(２)地域ごとの情報

本邦外部顧客への営業収益が営業収益総額の90％を超えるため、記載を省略しております。

 

(３)主要な顧客ごとの情報
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営業収益の10％以上を占める単一顧客が存在しないため、記載を省略しております。

 

第29期(自　平成25年１月１日　至　平成25年12月31日)

１．セグメント情報

当社は、投資運用業及び投資助言代理業の単一セグメントを報告セグメントとしております。

従いまして、開示対象となるセグメントはありませんので、記載を省略しております。

 

２．関連情報

(１)製品及びサービスごとの情報

 投資信託委託業 投資顧問業 その他 合計

外部顧客への営業収益 16,565,321千円 318,582千円 99,123千円 16,983,026千円

 

(２)地域ごとの情報

本邦外部顧客への営業収益が営業収益総額の90％を超えるため、記載を省略しております。

 

(３)主要な顧客ごとの情報

営業収益の10％以上を占める単一顧客が存在しないため、記載を省略しております。

 

 

(関連当事者との取引関係)

第28期(自　平成24年１月１日　至　平成24年12月31日)

１．関連当事者との取引

(１)財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社

種類 会社等の名称 所在地
資本金又は

出資金

事業の

内容又

は職業

議決権等

の被所有

割合

関連当事者

との関係
取引の内容

取引金額

(千円)
科目

期末残高

(千円)

同一の

親会社を

持つ会社

ピクテ

アセット

マネージメント

エスエー

スイス、

ジュネーブ
CHF10,000,000

資産運

用会社
―

投資運用の

委託契約

運用手数料

の支払

(注１)

337,038 未払金 28,668

同一の

親会社を

持つ会社

ピクテ

アセット

マネージメント

リミテッド

英国、

ロンドン
GBP959,789

資産運

用会社
―

投資運用の

委託契約

投資運用に

関するサービス

の提供

運用手数料

の支払

(注１)

274,376 未払金 76,564

翻訳事務手

数料の受取

(注３)

1,829 未収収益 ―

同一の

親会社を

持つ会社

ピクテ

アンドシー

(ヨーロッパ)

エスエー

ルクセン

ブルグ
CHF100,000,000 銀行 ― 現金の預入

現金の引出

(注２)
―

現金・

預金
1,762,551

同一の

親会社を

持つ会社

ピクテ

ファンズ

(ヨーロッパ)

エスエー

ルクセン

ブルグ
CHF8,750,000

資産運

用会社
―

投資運用の

委託契約

投資運用に

関するサービス

の提供

役員の兼任

運用手数料

の支払

(注１)

40,087 未払金 40,087

翻訳事務手

数料の受取

(注３)

249
未収

収益
―
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同一の

親会社を

持つ会社

ピクテ

グローバル

セレクション

ファンド

マネージメント

エスエー

ルクセン

ブルグ
CHF650,000

資産運

用会社
―

投資運用に

関するサービス

の提供

翻訳事務手

数料の受取

(注３)

10,158
未収

収益
―

 

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注１)運用手数料の支払いについてはファンド毎の契約運用資産に一定比率を乗じて決定しております。

(注２)現金の預入については、一般の取引条件と同様に決定しております。

(注３)翻訳事務手数料については、関連会社間の契約に基づき、決定しております。

 

２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

(１)親会社情報

ピクテ　アジア　プライベート　リミテッド(非上場)

 

(２)重要な関連会社の要約財務情報

重要な関連会社はありません。

 

第29期(自　平成25年１月１日　至　平成25年12月31日)

１．関連当事者との取引

(１)財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社

種類 会社等の名称 所在地
資本金又は

出資金

事業の

内容又

は職業

議決権等

の被所有

割合

関連当事者

との関係
取引の内容

取引金額

(千円)
科目

期末残高

(千円)

同一の

親会社を

持つ会社

ピクテ

アセット

マネージメント

エスエー

スイス、

ジュネーブ
CHF10,000,000

資産運

用会社
―

投資運用の

委託契約

運用手数料

の支払

(注１)

344,155 未払金 23,993

同一の

親会社を

持つ会社

ピクテ

アセット

マネージメント

リミテッド

英国、

ロンドン
GBP959,789

資産運

用会社
―

投資運用の

委託契約

投資運用に

関するサービス

の提供

運用手数料

の支払

(注１)

310,210 未払金 71,593

翻訳事務手

数料の受取

(注２)

3,542
未収

収益
3,542

同一の

親会社を

持つ会社

ピクテ

アンドシー

(ヨーロッパ)

エスエー

ルクセン

ブルグ
CHF100,000,000 銀行 ― 現金の預入 現金の引出 1,762,551

現金・

預金
―

同一の

親会社を

持つ会社

ピクテ

ファンズ

(ヨーロッパ)

エスエー

ルクセン

ブルグ
CHF8,750,000

資産運

用会社
―

投資運用の

委託契約

投資運用に

関するサービス

の提供

役員の兼任

運用手数料

の支払

(注１)

33,600 未払金 3,272

翻訳事務手

数料の受取

(注２)

249
未収

収益
249

同一の

親会社を

持つ会社

ピクテ

グローバル

セレクション

ファンド

マネージメント

エスエー

ルクセン

ブルグ
CHF650,000

資産運

用会社
―

投資運用に

関するサービス

の提供

翻訳事務

手数料の受取

(注２)

9,314
未収

収益
9,314
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取引条件及び取引条件の決定方針等

(注１)運用手数料の支払いについてはファンド毎の契約運用資産に一定比率を乗じて決定しております。

(注２)翻訳事務手数料については、関連会社間の契約に基づき、決定しております。

 

２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

(１)親会社情報

ピクテ　アジア　プライベート　リミテッド(非上場)

 

(２)重要な関連会社の要約財務情報

重要な関連会社はありません。

 

(１株当たり情報)

第28期事業年度

自　平成24年１月１日

至　平成24年12月31日

第29期事業年度

自　平成25年１月１日

至　平成25年12月31日

１株当たり純資産額 5,982,711円59銭 １株当たり純資産額 1,360,908円72銭

１株当たり当期純利益 272,408円87銭 １株当たり当期純利益 1,003,043円08銭

損益計算書上当期純利益 217,927千円 損益計算書上当期純利益 802,434千円

１株当たり当期純利益の算定に用

いられた当期純利益
217,927千円

１株当たり当期純利益の算定に用

いられた当期純利益
802,434千円

差額 ― 差額 ―

期中平均株式数  期中平均株式数  

普通株式 800株 普通株式 800株

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、新株予約権付社債等潜在株式がないため記載して

おりません。

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、新株予約権付社債等潜在株式がないため記載して

おりません。

 

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

 

中間財務諸表

(１)中間貸借対照表

(単位：千円)

第30期中間会計期間末

平成26年６月30日

資産の部

流動資産

現金・預金 2,154,221

未収委託者報酬 1,187,732

未収収益 98,550

繰延税金資産 135,273

その他 122,361

流動資産合計 3,698,139

固定資産

有形固定資産 ※１ 279,159

無形固定資産 84,732
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投資その他の資産

投資有価証券 5,305

長期差入保証金 220,626

繰延税金資産 476,476

投資その他の資産合計 702,407

固定資産合計 1,066,299

資産合計 4,764,438

負債の部

流動負債

未払金 968,703

未払法人税等 160,816

賞与引当金 283,508

その他 ※２ 109,193

流動負債合計 1,522,221

固定負債

退職給付引当金 1,281,414

役員退職慰労引当金 352,551

資産除去債務 65,370

固定負債合計 1,699,336

負債合計 3,221,557

純資産の部

株主資本

資本金 200,000

利益剰余金

利益準備金 50,000

その他利益剰余金

繰越利益剰余金 1,292,691

利益剰余金合計 1,342,691

株主資本合計 1,542,691

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 189

評価・換算差額等合計 189

純資産合計 1,542,881

負債純資産合計 4,764,438

 

(２)中間損益計算書

(単位：千円)

第30期中間会計期間

自　平成26年１月１日

至　平成26年６月30日

営業収益

委託者報酬 8,347,392

その他営業収益 194,448

営業収益計 8,541,840

営業費用及び一般管理費 ※１ 7,808,806
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営業利益 733,033

営業外収益 805

営業外費用 10,438

経常利益 723,400

特別損失 16,073

税引前中間純利益 707,327

法人税、住民税及び事業税 160,204

法人税等調整額 93,034

中間純利益 454,088

 

(３)中間株主資本等変動計算書

第30期中間会計期間(自　平成26年１月１日　至　平成26年６月30日)

(単位:千円)

株主資本 評価・換算差額等

純資産

合計資本金

利益剰余金

株主資本

合計

その他

有価証券

評価

差額金

評価・換算

差額等

合計
利益

準備金

その他利益

剰余金 利益

剰余金

合計繰越利益

剰余金

当期首残高 200,000 50,000 838,603 888,603 1,088,603 123 123 1,088,726

当中間期変動額

中間純利益 454,088 454,088 454,088 454,088

株主資本以外の

項目の当中間期

変動額(純額) 65 65 65

当中間期変動額合計 － － 454,088 454,088 454,088 65 65 454,154

当中間期末残高 200,000 50,000 1,292,691 1,342,691 1,542,691 189 189 1,542,881

 

重要な会計方針

区分

第30期中間会計期間

自　平成26年１月１日

至　平成26年６月30日

１．資産の評価基準及び評価方法 有価証券

(１)その他有価証券

時価のあるもの

中間決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直

入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用してお

ります。

２．固定資産の減価償却の方法 (１)有形固定資産(リース資産を除く)

定額法により償却しております。

 

(２)無形固定資産(リース資産を除く)

定額法により償却しております。

なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可

能期間(５年)に基づく定額法により償却しております。

３．外貨建の資産又は負債の本邦通貨への

換算基準

外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算

し、換算差額は損益として処理しております。
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４．引当金の計上基準 (１)貸倒引当金

債権等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸

倒実績率により算出した額を計上しております。貸倒懸念債権等は

ありません。

 

(２)賞与引当金

従業員に支給する賞与の支払いに充てるため、支出見込額の当中

間会計期間負担分を計上しております。

 

(３)退職給付引当金

従業員の退職金に充てるため、当中間会計期間末における退職給

付債務の見込額に基づき計上しております。数理計算上の差異は、

その発生年度に一括損益処理しています。

 

(４)役員退職慰労引当金

役員退職慰労金の支出に備えて、当社内規に基づき、当中間会計

期間末における退職給付の見込額に基づき計上しております。数理

計算上の差異は、その発生年度に一括損益処理しています。

５．その他中間財務諸表作成のための基本

となる重要な事項

(１)消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

 

会計方針の変更等

(会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更)

当社は、有形固定資産の償却方法につきまして、従来、定率法によっておりましたが、当事業年度から将来に

わたり定額法に変更しております。

この変更は、西日本エリアへの営業の強化を目的とする重要な設備投資が行われたことを契機に有形固定資産

の使用状況の見直しを行った結果、有形固定資産は使用期間にわたって安定的な使用が見込まれることから、定

額法による費用配分がより適切であると判断したこと、また、当社グループは減価償却方法について定額法を採

用しており、当社グループ内で会計方針を統一することを目的として、変更したものであります。

この変更により、従来の方法によった場合と比較して、当中間会計期間の減価償却費は9,815千円減少していま

す。そのため、営業利益及び経常利益が9,815千円増加し、税引前中間純利益が9,595千円増加しています。

 

注記事項

(中間貸借対照表関係)

区分
第30期中間会計期間末

(平成26年６月30日現在)

※１有形固定資産の減価償却累計額 459,696千円

 

※２消費税等の取扱い 仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が

乏しいため、流動負債の「その他」に含めて表示しております。

 

(中間損益計算書関係)

区分

第30期中間会計期間

自　平成26年１月１日

至　平成26年６月30日

※１減価償却実施額 有形固定資産　　　17,092千円

無形固定資産　　　25,722千円

 

(中間株主資本等変動計算書関係)

第30期中間会計期間(自　平成26年１月１日　至　平成26年６月30日)

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項
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 第30期事業年度期首

株式数

(株)

第30期中間会計期間

増加株式数

(株)

第30期中間会計期間

減少株式数

(株)

第30期中間会計期間末

株式数

(株)

発行済株式     

普通株式 800 - - 800

合計 800 - - 800

 

２．配当に関する事項

(１)配当金支払額

該当事項はありません。

 

(２)基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間会計期間末後となるもの

該当事項はありません。

 

(リース取引関係)

第30期中間会計期間(自　平成26年１月１日　至　平成26年６月30日)

１．ファイナンス・リース取引

該当事項はありません。

 

２．オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

１年内 219,650千円

１年超 148,506千円

合計 368,156千円

 

(金融商品関係)

第30期中間会計期間末(平成26年６月30日現在)

金融商品の時価等に関する事項

(１)平成26年６月30日における金融商品の中間貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額は次のとおりであります。

(千円)

 中間貸借対照表計上額 時価 差額

現金・預金 2,154,221 2,154,221 -

未収委託者報酬 1,187,732 1,187,732 -

未払金 968,703 968,703 -

 

(２)金融商品の時価の算定方法

当社の金融商品は短期決済されるものなので、時価は帳簿価額にほぼ等しくなっております。したがって時価は当該帳

簿価額によっております。

 

(有価証券関係)

第30期中間会計期間末(平成26年６月30日現在)

その他有価証券で時価のあるもの

種類
取得原価 中間貸借対照表計上額

差額(千円)
(千円) (千円)

投資信託受益証券 5,000 5,305 305
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合計 5,000 5,305 305

 

(デリバティブ取引関係)

第30期中間会計期間末(平成26年６月30日現在)

該当事項はありません。

 

(資産除去債務関係)

第30期中間会計期間末(平成26年６月30日現在)

資産除去債務のうち中間貸借対照表に計上しているもの

当中間会計期間における当該資産除去債務の総額の増減

当事業年度期首 52,845千円

有形固定資産の取得に伴う増加額 16,319千円

時の経過による調整額 344千円

資産除去債務の履行による減少額 △4,139千円

当中間会計期間末残高 65,370千円

 

(セグメント情報等)

１．セグメント情報

第30期中間会計期間(自　平成26年１月１日　至　平成26年６月30日)

当社は、投資運用業及び投資助言代理業の単一セグメントを報告セグメントとしております。

従いまして、開示対象となるセグメントはありませんので、記載を省略しております。

 

２．関連情報

第30期中間会計期間(自　平成26年１月１日　至　平成26年６月30日)

(１)製品及びサービスごとの情報

 投資信託委託業 投資顧問業 その他 合計

外部顧客への営業収益 8,347,392千円 135,927千円 58,520千円 8,541,840千円

 

(２)地域ごとの情報

本邦外部顧客への営業収益が営業収益総額の90％を超えるため、記載を省略しております。

 

(３)主要な顧客ごとの情報

営業収益の10％以上を占める単一顧客が存在しないため、記載を省略しております。

 

(１株当たり情報)

第30期中間会計期間

自　平成26年１月１日

至　平成26年６月30日

１株当たり純資産額 1,928,601円25銭

１株当たり中間純利益 567,610円16銭

中間損益計算書上の中間純利益 454,088千円

１株当たり中間純利益の算定に用いられた普通株式にかかる中間純利益 454,088千円

差額 －

期中平均株式数  

普通株式 800株
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なお、潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額については、新株予約権付社債等潜在株式がないため記載し

ておりません。

 

(重要な後発事象)

該当事項はありません。
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第２【その他の関係法人の概況】

１【名称、資本金の額及び事業の内容】

＜前略＞

＜訂正前＞

(２)販売会社

名称
資本金の額

※ 事業の内容

マネックス証券株式会社 7,425百万円
金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営

んでいます。

※平成25年９月末日現在

＜訂正後＞

(２)販売会社

名称
資本金の額

※ 事業の内容

マネックス証券株式会社

株式会社ＳＢＩ証券

7,425百万円

47,937百万円

金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営

んでいます。

株式会社滋賀銀行 33,076百万円 銀行法に基づき銀行業を営んでいます。

※平成26年３月末日現在

＜後略＞
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独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書

平成26年３月７日

ピクテ投信投資顧問株式会社

取　締　役　会　 御　中

 

 

あ ら た 監 査 法 人

指　定　社　員
公認会計士　　　鶴田　光夫　㊞

業務執行社員

 

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理

状況」に掲げられているピクテ投信投資顧問株式会社の平成25年１月１日から平成25年12月31日までの第29期事

業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の

注記について監査を行った。

 

財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適

正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示す

るために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す

ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ

た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため

に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続

は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及

び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査

法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な

表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営

者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、

ピクテ投信投資顧問株式会社の平成25年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成

績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　　上

※上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

 

 

    次へ
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独立監査人の中間監査報告書

平成26年９月12日

ピクテ投信投資顧問株式会社

取　締　役　会　 御　中

あ ら た 監 査 法 人

指　定　社　員
公認会計士　　　鶴田　光夫　㊞

業務執行社員

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理

状況」に掲げられているピクテ投信投資顧問株式会社の平成26年１月１日から平成26年12月31日までの第30期事

業年度の中間会計期間（平成26年１月１日から平成26年６月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸

借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を

行った。

 

中間財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸

表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸

表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見

を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して

中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の

表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監

査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。

中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査

手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬に

よる中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応

じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するための

ものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するため

に、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採

用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討

することが含まれる。

当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

中間監査意見

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準

に準拠して、ピクテ投信投資顧問株式会社の平成26年６月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会

計期間（平成26年１月１日から平成26年６月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認

める。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　　上

(注)１．上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

２．中間財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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